
四日市市告示第２２１号 

 四日市市営住宅入居者に係る連帯保証人の免除取扱要綱を次のように定める。  

  令和２年 ４月１３日 

四日市市長 森 智 広 

 

 

 

四日市市営住宅入居者に係る連帯保証人の免除取扱要綱  

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、四日市市営住宅条例（平成９年四日市市条例第３２号。以下「条

例」という。）第１４条第１項第１号及び四日市市営住宅条例施行規則（平成

１０年四日市市規則第２号。以下「施行規則」という。）第６条第２項に規定

する連帯保証人の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。  

 

（連帯保証人の免除）  

第２条 施行規則第６条第２項第３号に規定する特別な事情とは、次の各号のいずれ

かに該当し、連帯保証人の確保が困難であると認められる者とする。 

（１） ６５歳以上の者 

（２） 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障害者でそ

の障害の程度がアからウまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれアからウまで

に定める程度である者  

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表

第５号の１級から４級までのいずれかに該当する程度  

イ 精神障害（知的障害を除く。以下同じ。）精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に規定する１級

から３級までのいずれかに該当する程度  

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度  

（３） 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第２条第１項に規定する戦

傷病者でその障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８号）別表第１号表ノ２

の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第１款症である者 

（４） 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第１１

条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者  

（５） ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成１３年

法律第６３号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等  

（６） 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第７条第

１項の規定による支給認定を受けている者  

（７） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者 

（８） 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特



定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１項に

規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）附則第４

条第１項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６

号）附則第２条第１項又は第２項の規定によりなお従前の例によることとされた

支援給付を含む。）を受けている者  

（９） 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者  

（１０） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律

第３１号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）第１条第２項に

規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第２８条の２に規定する関係にある相手

からの暴力を受けた者で、ア又はイのいずれかに該当するもののうち、所管課長

から連帯保証人の確保が困難である旨の意見書の提出があった者 

ア 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号（配偶者暴力防止等法第２８条の２

において準用する場合を含む。）の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等

法第５条（配偶者暴力防止等法第２８条の２において準用する場合を含む。）

の規定による保護が終了した日から起算して５年を経過していない者  

イ 配偶者暴力防止等法第１０条第１項（配偶者暴力防止等法第２８条の２にお

いて準用する場合を含む。）の規定により裁判所がした命令の申立てを行った

者で当該命令がその効力を生じた日から起算して５年を経過していない者  

（１１） 犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）第２条第２項に規定する

犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族  

（１２） 被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第２１条に規定する住

宅被災市町村の区域内において同法第５条第１項第１号の災害により滅失した住

宅に居住していた者および住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１５項に規定する都市計画事業その他

国土交通省令で定める市街地の整備改善および住宅の供給に関する事業の実施に

伴い移転が必要となった者で市営住宅に入居することとなったもの  

（１３） その他家賃を滞納するおそれがない程度の収入を有する者で、四日市市営住

宅入居者選考委員会に諮り表決が得られたもの  

 

２ 第１項第７号に該当する者で高齢等により自立等の見込みが立たない場合は、社

会福祉事務所長からの代理納付と連帯保証人の確保が困難である旨の意見書の提出

を要件として連帯保証人を求めないことができる。 

 

（連帯保証人の免除と緊急連絡人の届出）  

第３条 前条第２項又は第３項の規定により、連帯保証人の減員を受けようとする者

は、緊急連絡人１名を指定した緊急連絡先届（別記様式１）及び前条第２項又は第

３項のいずれかに該当することを証する書類を請書に添付して提出しなければなら

ない。 



 

（緊急連絡人の変更）  

第４条 入居者が緊急連絡人の変更等をしようとするときは、新たな緊急連絡人を指

定し、当該新たな緊急連絡人に指定された者の連署による緊急連絡先届（別記様式

１）を提出しなければならない。  

２ 前項の手続きにより新たな緊急連絡人が届出されるまでは、緊急連絡人は一方的

にその任を辞することはできない。  

 

 附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年５月１日から施行する。  

 

（経過措置） 

２ この要綱は令和２年５月１日の施行以後に入居者として決定された者について適

用する。 

 

 


